
Ⅲ モニタリングを活用した発生対応型防除とクリーン農業の高度化

1 モニタリングを活用した発生対応型防除（平成16年指導参考事項）

モニタリングを活用した発生対応型防除を行い、また、要防除水準に基づいた効率的な防
除を行うことで減農薬栽培が可能になる。水稲主要病害虫に対する要防除水準と発生モニタ
リング法を表37に示した。

表37 水稲主要病害虫に対する発生モニタリング法と要防除水準
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2 クリーン農業の高度化に向けた技術体系（平成18年指導参考事項）

水稲病害虫防除並びに雑草対策といった個別のクリーン農業技術を体系化し、農薬成分回
数を5回（慣行栽培の25％）以内、総窒素施肥量の30％以上を有機物で代替する栽培体系の
現地実証事例を紹介する（表38）。

表38 YES! clean栽培の高度化に向けた技術体系

⑴ 病害虫防除対応と効果
ア 種子伝染性病害に対する温湯種子消毒の効果
温湯浸漬処理の実用性を検討した結果、発芽率への影響はほとんどなく、育苗期間中の
種子伝染性病害の発生はほとんど認められなかった（表39）。

表39 温湯処理後の発芽率および種子伝染性病害の発病苗率（旭川）

イ いもち病に対するモニタリング調査と被害状況
両年とも出穂期以前の葉いもちの初発は、実証水田および慣行水田ともに確認されず、
実証水田では葉いもち防除は不要と判断した。従って、旭川および芦別試験地ではいもち
病に対する殺菌剤の散布は、出穂期頃の1回のみとなり、滝川試験地では殺菌剤の散布は
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行わなかった。いずれの試験地も出穂後でも、葉いもちおよび穂いもちともに発病は認め
られなかった。

ウ 初期害虫に対する防除要否モニタリング調査
旭川、滝川、芦別試験地における初期害虫について、モニタリング法による防除要否判
定では、平成16年および平成17年とも防除不要と判断された（表40）。

表40 調査時期及び判定基準
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